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憲
法
の
幾
つ
か
の
規
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
日
本
国
憲
法
第
八
十
一
条
に
規
定
さ
れ
る
違
憲
法
令
審
査
権
の
意
義
に
つ
い
て
、
三
権
分
立
と
の
関
係
に
言
及
し
つ
つ
、

答
弁
あ
り
た
い
。 

二 

日
本
国
憲
法
第
九
十
八
条
を
踏
ま
え
、
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
と
法
律
は
い
ず
れ
が
優
先

す
る
の
か
。
ま
た
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
と
は
何
を
指
す
の
か
。 

三 

条
約
を
締
結
す
る
際
、
必
ず
国
内
法
を
条
約
に
適
合
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
理
解
で
よ
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


